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はじめに

高度経済成長の勢いに乗って，日本のモータリゼーションが急激に進み欠陥車の問題が表

面化したことと、1966 年アメリカで初めてリコール制度が登場したことを受けて、1969
年自動車やオートバイで安全上、環境対応上の問題がある場合に、メーカーはそれを速や

かにユーザーに伝え、無償で、回収・修理をする趣旨としてリコール制度が日本で導入さ

れた．リコールと類似したものとして改善対策とサービスキャンペーンが挙げられる．改

善対策は、保安基準への不適合はないが、安全上、または公害防止上放置できなくなる恐

れがあるものを無料で回収・修理を行うことで、またサービスキャンペーンは保安基準の

不適合はなく修理が必要とメーカーが判断した場合に無料修理を行うものである．リコー

ルでは、リコール対象台数の 90％を回収するまで国土交通省に報告義務があり回収コスト
が莫大なものとなる．そのために、メーカーがリコール隠しを行う要因となる．リコール

隠しとして記憶に新しいものとして、2002 年 1 月三菱ふそう製（2003 年に三菱自動車か
ら分社）のトレーラーの大型タイヤが外れ、それが坂道を転がり落ちて母子を直撃し、母

親は命を失ってしまった三菱リコール隠し事件である．そして今年日本の顔とも呼べる企

業のトヨタでリコール隠しが発生した．この事実は，日本国民のみならず全世界の人々に

ショックを与え，日本の「安全神話」が崩れ去ったといえる．このまま今のリコール制度

を放置していては，再びリコール隠しが発生してしまうと我々は考え，本論文の研究テー

マとした．
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第１章 現状分析

要約：現在の日本の自動車産業におけるまずリコール制度はどのようなものかサーベイを行うこ

とにする．そして制度上の問題点としてペナルティの甘さや自動車の登録制度の不備等が指摘で

きる．リコールは増加傾向にあるのかそれとも減少傾向にあるのかを分析した結果，増加傾向あ

ることがわかった．そこで増加原因を解明する．最後にリコールの回収率はどのようになってい

るのか分析し，第 2章の計量分析，第 3章のゲームの分析，第 4章の政策提言につなげていく

第１節 リコール制度
リコール制度は「道路運送車両法」に規定されているが、リコール・改善対策・サービ

スキャンペーンの定義を明確化しておこう．

「リコール」自動車が道路運送車両法の保安基準に適合しなくなるおそれがある状態、又は

適合していない状態で、原因が設計又は製作の過程にある場合に、その旨を国土交通省へ

届け出て、メーカーがユーザーに連絡し、無償で修理する制度

「改善対策」自動車が道路運送車両法の保安基準に不適合状態ではないが、安全上又は公害

防止上放置できなくなるおそれがあり、その原因が設計又は製作の過程にある場合に、メ

ーカーがその旨を国土交通省へ届け出て、ユーザーに連絡し、無償で修理する制度

リコール制度が規定されている道路運送車両法を見てみよう．

2000年に発覚した三菱自動車の大量のリコール隠し事件を受けた法改正で、国はメーカー
に改善命令を出せるようになり、届出・報告義務に違反したメーカーの罰金は 1 千倍の最
高 2億円に引き上げられた．

「サービスキャンペーン」国土交通省の通達に基づく制度でリコールまたは改善対策に該当

しない場合に、商品性や品質の改善のためにメーカーが無償で修理する制度．

（リコールの場合、対象台数の９割を回収・修理・報告義務を有す．）

リコール隠しの罰則規定については、「道路運送車両法」によれば 20 万円の罰金とされ
ていた．しかし2000年に発覚した三菱自動車の大量のリコール隠し事件を受けた法改正で、
国はメーカーに改善命令を出せるようになり、届出・報告義務に違反したメーカーの罰金

は 1千倍の最高 2億円に引き上げられた．

回収・修理を徹底させることは、メーカーに莫大なリコールコストを負わせることにな

る．というのも、メーカーがユーザー側にリコールがあった旨を伝えるため、案内を送付
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する，それが本人まで届かないことが多いため再度送付し直す必要がある．特に軽自動車

の場合、運輸支局への登録が必要な一般車と異なり、各都道府県にある軽自動車検査協会

への届出のため、オーナーが変更された場合はユーザーの捕捉が困難となる．また登録車

に関しても、ロシア等へ不正輸出されているものが結構あるため完璧な追跡は不可能な状

況になっている．そんな状況下でも９割の回収を実施しなければならないためリコールコ

ストが莫大になってしまい、メーカーは，どうにか改善対策、サービスキャンペーンです

ませたいという態度になってしまうといえる．

第2節 リコールのタイムトレンド
日本の自動車産業におけるリコールのタイムトレンドを見つけるため，国土交通省自動

車交通局技術安全部審査課のデータを用いて，まず，国産車，外車にわけて分析を行い，

最後に国産車・外車を合わせたデータについて分析を行うことにする．

1.1国産車

_ tD recallvolume をｔ年度における国産車のリコールを受けた自動車の総数を 10 万で割

ったものとし次の重回帰モデル

2
0 1 2_ t tD recallvolume t t          (1)

を 1969年から 2005年のデータを用いて，最小二乗法により推定を行うと，

     
2

6.70119 6.71698 6.73300
_ 353189.3776 356.3450 0.0899tD recallvolume t t


     (2)

という結果が得られた．ただし（）中はｔ値を表している． 0 1 2
ˆ ˆ ˆ, ,   のｔ値をみると，す

べてのｔ値の絶対値が 2 を超えているため  ˆ 0 0,1,2i i   という帰無仮説をおいた場合，

この帰無仮説は棄却されると考えてよい．

決定係数は 0.725198でありあてはまりの良いモデルと判断できる，そしてダービン＝ワ

トソン比は 1.388475となっているため系列相関の判断はできない．図１を見てみると，84

年を底にして国産車のリコールを受ける台数が急激に増加していることがわかる．

1.2外車

_ tF recallvolume をｔ年度における外車のリコールを受けた自動車の総数を 10 万で割っ

たものとし次の重回帰モデル
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2

0 1 2_ t tF recallvolume t t       （３）

を 1969年から 2005年のデータを用いて，最小二乗法により推定を行うと，

  
     

2

3.05393 3.07728 3.10087
_ 13304.81055 13.49453 0.00342tF recallvolume t t


      （４）

という結果が得られた．ただし（）中はｔ値を表している． 0 1 2
ˆ ˆ ˆ, ,   のｔ値をみると，す

べてのｔ値の絶対値が 2 を超えているため  ˆ 0 0,1,2i i   という帰無仮説をおいた場合，

この帰無仮説は棄却されると考えてよい．

決定係数は 0.7257364 となり国産車のモデルと比べるといいモデルとなった．そしてダー

ビン＝ワトソン比は 2.105177となって 2に近いため系列相関はないようだ．図 2を見てみ

ると，日本車は 1984 年まで下降傾向であったのに対して，外車は一方的に上昇している．

毛項が見られる．

1.1国産車・外車

_ tT recallvolume をｔ年度における国産車・外車のリコールを受けた自動車の総数を 10万

で割ったものとし次の重回帰モデル

2
0 1 2_ t tT recallvolume t t         （５）

を 1969年から 2005年のデータを用いて，最小二乗法で推定すると，

     
2

6.91450 6.93212 6.94999
_ 366494.1881 369.8395 0.0933tT recallvolume t t


     （６）

となる．ただし（）中はｔ値を表している． 0 1 2
ˆ ˆ ˆ, ,   のｔ値をみると，すべてのｔ値の絶

対値は 2を超えているため  ˆ 0 0,1,2i i   という帰無仮説をおいた場合，この帰無仮説は

棄却されると考えてよい．

決定係数は 0.752814でありあてはまりの良いモデルと判断できる．またダービン＝ワト

ソン比は 1.476554 となって 2 に近いため系列相関と判断できる．図 3 を見てみると，84

年を境に国産車と同様にリコールを受ける台数が急激に増加していることがわかる．図１，

２，３の実線は回帰した曲線を表していて，点線は実際のリコール対象台数の推移を表し

ている．
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出所：国土交通省自動車交通局技術安全部審査課のデータより細江研究会作成
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出所：国土交通省自動車交通局技術安全部審査課のデータより細江研究会作成

図１，２，３の実線は回帰した曲線を表していて，点線は実際のリコール対象台数の推移

を表している．
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図３より、80 年代中旬からリコールが拡大局面に入ったことがわかる．これと同時期

に「走る」「曲がる」「止まる」といった車の基本性能の面での進化が顕著となった．

特に進化したのは、エンジンの燃焼制御やブレーキ制御などの分野であった．エンジ

ンでは、排気浄化や出力向上を目的にした分野が改善され、燃料噴射量、点火タイミング、

アイドル回転数制御などが電子化され、ブレーキ面では、滑りやすい路面で駆動輪が空転

するのを防ぐトラクション・コントロールなどで電子化され路面で車輪がロックするのを

防ぐ ABS（アンチロック・ブレーキシステム）が開発された．さらに、80年代に、乗員保

護を目的にしたエアバッグが完成した．エアバッグは、車体に取り付けられたセンサーで

衝突時の衝撃（減速度）を検出し、ECU（エレクトロニック・コントロール・ユニット）

でエアバッグを膨らませるインフレーターに電気信号を送り、ガス発生材を燃焼させてエ

アバッグを膨張させている．このようにリコール増加のキーワードとして「自動車の電子

化」が挙げられよう．

電子化とは別に近年のリコールの増加要因と考えられる主要なものは次の５つである．

1. 部品の共通化

2. 外国人労働者の増加

3. 工員の不足

4. 開発期間の短縮化

まず、１．の部品の共通化だが、コスト削減のため複数の車種間あるいは企業間で同一

の部品を用いているため、その共通部品で欠陥が生じてしまうとリコール対象車数が非常

に大きなものになってしまう．

２．の外国人労働者の増加は外国人労働者の存在が悪いのではなく、日本語のマニュア

ルしか存在しないため作業手順が伝わらないなど言葉の問題が欠陥品を生じさせていると

考えられる．

３．は人員削減等を繰り返した結果、生産性の効率性を高めることに成功した代わりに、

工員の不足を招きリコールを増加させたと考えられる．

４．の開発期間の短縮化は自動車業界が独占でなく競争相手がいるため、ライバルより先

に顧客のニーズを察知し、モデルチェンジをしていかなければならない．そのため、設計

期間や、試験時間が短縮化しリコールを増加させていると思われる．図４では，売り上げ

当たりの研究開発費とリコール件数の散布図を示している．図４より、研究開発費が巨額

になるほど、リコールの対象となる車の割合は減少することが読み取れる．
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図４ 研究開発費とリコールの関係

出所：国土交通省自動車交通局技術安全部審査課，メーカーの財務諸表（2005年）より細江研究会作成

第3節 リコール隠しの歴史
日本で初めてリコール隠しが発生したのは，1997年７月の富士重工のヤミ改修からである．
この隠蔽行為発覚を受けて運輸省は立ち入り検査を行い，富士重工は 11車種 147万台をリ
コールした．それまでの自動車メーカーと運輸省との信頼関係が崩れたはじめた瞬間だっ

たといえよう．それからしばらくして 99年に今度はダイハツのリコール隠しが発覚する．
運輸省は改善措置勧告を出し，メーカーに対してリコール業務に関する指導を再徹底した．

そして 2000年 7 月 19日，三菱が 70 年代に遡るリコール隠しをしていたことが内部告発
で発覚する．ここで完全に自動車メーカーと運輸省との信頼関係は完全に消えたといって

も過言ではない．そして再び 2004年 3月 11日に三菱でリコール隠しが発覚し，2006年 7
月 14日に日本企業の顔とも言えるトヨタでもリコール隠しが発覚する．ここで 2004年の
三菱リコール隠しと 2006年のトヨタのリコール隠しについて詳細に述べていく．
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三菱自動車のリコール隠し

事の発端は 2002 年 1 月 10 日、神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷 3 丁目の県道で発生した重

機運搬大型トレーラーのタイヤハブの破損事故である．

重機を運ぶ大型トレーラーから走行中にタイヤがはずれて転がり、歩いていた主婦にぶ

つかり、死亡した．一緒に歩いていた長男と次男も軽いけがをした．トレーラーのタイヤ

ハブの破損が原因である．神奈川県警がはずれた車輪を分解したところ、特殊鋳鉄製で重

さ 22kg のハブが、円盤形と円筒形を切り離すように割れていた．ハブの円盤形の内外両面

には、ホイールとブレーキドラムをはめるための隅部（切欠き）がある．車重と走行時の

負荷が最も強くかかる急所である．割れは、内外面の隅部の先端を結ぶ直線のように走っ

ていた．一方、ボルト 8本は車輪に残っていた．

この 2002年の横浜市瀬谷区で起きた三菱自動車の大型トレーラーの事故以前にも、ハブ

破損によるタイヤ脱落事故が数多く起きていたことが後になって判明した．1992 年 6月 21

日の東京都内で冷凍車の左前輪脱落事故（三菱自動車が確認している最初のハブ破損事故）、

1999 年 6月の広島県内の高速道路でバスの右前輪脱落事故など、ハブ破損事故は 1992 年以

降に計 57 件発生しており、うち 51 件で車輪が脱落した．1999 年 7 月～8 月には広島県内

のバスの車輪脱落から個別対策会議が開かれ、旧運輸省に整備不良と報告することを決定

した．三菱自動車は大型車のハブの無償点検を発表したが、横浜の事故原因に関しては整

備不良と判断し、リコールは行わなかった．

また 2002年の大型トレーラーの事故を受けて、同年 1月 17日、三菱自動車社内にマル T

（通称）対策本部会議が発足し、再発防止策を検討した．同年 2 月に、マル T 対策本部会

議がハブ破損の原因を摩耗とし、摩耗量 0.8mm 以上の交換基準を提示し、国土交通省に報

告した．さらに、三菱自動車社内にフロントハブ強度検証ワーキンググループが発足し、

ハブ強度を検討した．同年 3 月には、フロントハブ強度検証ワーキンググループに、摩耗

量にかかわらず約 3割も亀裂が発生するとのサンプル調査の結果が示され、6月に国土交通

省リコール対策室が三菱自動車トラック・バス開発本部（川崎市）を特別監査した．そし

て 7 月に、フロントハブ強度検証ワーキンググループが、整備不良による摩耗がハブ破損

につながるとの結論をとりまとめ、リコールを回避した．翌 2003 年 1 月には、三菱自動車

のトラック・バス部門が三菱ふそうトラック・バスとして分社化して、社長にダイムラー

クライスラー社のビルフリート・ポート氏が就任し、同年 3月 19日、三菱自動車の若手技

術者が、ハブ破損と整備不良による摩耗との関連は少なく、重要部品の耐久強度評価の重

要性を指摘するリポートを社内研修会で発表した．

しかし、本件への三菱自動車のリコール（無償回収・修理）対応は極めて悪く、事実の

隠蔽と虚偽報告が繰返された．

最終的には、製造者責任を認め、2004 年 3 月 11 日、国土交通省にリコールを届け出たが、

2004 年 5 月 6 日、神奈川県警は道路運送車両法違反（虚偽報告）容疑で元三菱自動車役員

らの 5 人と、業務上過失致死傷容疑で元三菱自動車管理職らの 2 人を逮捕した．法人とし
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ての三菱自動車も道路運送車両法違反（虚偽報告）容疑で刑事告発される結果となった．

すなわち、企業の責任が正面から問われる構図になった．

その後、三菱自動車は 2004 年 5 月 21 日、経営再建策を発表した．経営戦略づくりを、

岡崎洋一郎会長兼社長（2004 年 4 月 30 日就任、元三菱重工業常務）直属のクロス・ファン

クショナルチームという、40歳台の中堅社員中心の約 50人でつくる特別チームにゆだねる

大幅な組織改編に踏み切り、硬直化した人事組織を変えようとした．同時に、検察 OBなど

の社外有識者を中心とする企業倫理委員会も設置し、外部監視によるコンプライアンス（法

令遵守）の徹底をはかった．しかしながら、この再建策では立ち直れず、2005 年 1 月 28 日

に、三菱自動車は新たな経営再建策を発表した．三菱重工業、三菱商事、東京三菱銀行の

三菱グループ 3 社が計 2,700 億円の増資を引き受け、融資を含めた新支援額は 5,400 億円

にも達した．前の再建策の 4,960 億円との合計は 1 兆円を超え、支援企業の負担はさらに

巨額に膨らんだ．三菱重工業は出資比率を 15％まで高め、三菱自動車を連結対象会社とし、

再建支援での主導権を明確化した．三菱自動車の会長兼最高経営責任者は、西岡喬 三菱重

工業会長が兼ね、相変わらずの身内頼みの結果となった．

トヨタのリコール放置事件

2006 年 7 月 11 日、『ハイラックスサーフ』に欠陥（リレーロッドが強度不足で破損し、

ハンドル操作ができなくなる恐れ）があるのを知りながらリコールなどの改善措置を取ら

ず放置したとして、お客様品質保証部長やリコール監査室長ら幹部 3 名が業務上過失傷害

の疑いで熊本県警によって書類送検された．2004年 8月 12日、ハイラックスサーフ（1993

年製）の同不具合に起因する事故（熊本県で、センターラインをオーバーし、対向車に衝

突したため、対向車に乗っていた 5 名が鞭打ち・打撲・擦過傷等を負う）が発生し、2004

年 10 月 26 日に国土交通省にリコールを提出している．なお、この直前に三菱自動車の問

題が大きく報じられるようになった．

1992 年ごろからリレーロッドが折れるトラブルが報告されたため 1995 年に安全基準実

験を行い、強度不足が判明したため 1996年 3月以降製造のハイラックスサーフには、改良

したリレーロッドを使い始めた．約８年間放置した件についてトヨタによると、1996年当

時に把握したリレーロッドの破損はいずれも、「限られた使用状況による破損で、リコール

が必要という判断に至らなかった」としている．また国土交通省にリコール提出時のトラ

ブル報告件数は 11件で熊本県警が把握している国内 52件、国外 28件と食い違いがある．

今回のリコール放置発覚を受けて、2006 年 7 月 20 日に道路運送車両法に基づく報告書

を国土交通省に提出した．同日に記者会見を行ない渡辺捷昭社長が公式に謝罪した．また、

国土交通省は翌 21日付けでトヨタ自動車に対して業務改善指示を行い、8月 4日までに具

体的な改善策の報告を行なうよう指示した．これに対し、トヨタ自動車は 8月 3日、「リコ

ール不要と判断しても、その後に不具合情報があれば総合品質情報システム上で警告表示
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をした上、再検討する」「リコール業務の監査を年 1回から 4回に増やす」などの改善を盛

り込んだ防止策を国土交通省に提出した．

なお、今回のリコール放置が発覚した際にトヨタ自動車は「対応に落ち度ない」との見

解を示し、対応もプレスリリースを配布するのみで、記者会見を行なうなどの十分な説明

を行なわなかった．このため、北側一雄国土交通大臣が 7 月 18 日の会見で、「大切なこと

は事実関係の情報開示をしっかりとやっていただくこと」と発言するなど、業界内外で批

判が多く上がった．また、渡辺社長による会見および謝罪も事件発覚から 9 日後になって

からようやく実施されたもので、対応が後手に回ったことについての批判も少なくない．

その間に同じ愛知県に本社を置くパロマの湯沸し機の事故が大きく報道されるようにな

り、この件はほとんど報じられなくなった．また、今後過去にさかのぼった調査や他車種

への調査もしないと表明した．この姿勢に対しては批判的な声も上がっている．

なお、グループ会社のダイハツ工業もトヨタ自動車の傘下になった直後の 1999年にリコ

ール隠しが発覚している．トヨタ自動車はマスコミ各社の報道媒体に大規模な CM 広告を

出しているため、悪いイメージを与える報道は存在するとしても常に内容は淡々としてお

り、三菱自動車の欠陥事故・リコール事件の報道によって起きた社会的騒動には至らなか

った．

第4節 リコールの回収率

表１ リコール平均回収状況

                 出所：国土交通省自動車交通局技術安全部審査課

リコール対象車の回収であるが、今の制度では、ユーザーが自主的にディーラーに持ち込

む必要がある．リコール回収率は 1年目においては 60％から 70％程度であるが、対象台数



14

の 90％回収を達成するのは 4 年後である．（表１）４年もの歳月をかけてなければ 90％に

は到達できないため回収コストは莫大なものとなると考えられる．またリコールを届け出

て 3 年目で回収率が急激に高まる要因は 2 年～3 年で車検を迎えるからだと五代（2005）

は指摘している．またHoffer and Stephan and Pruitt and Robert(1994)によれば、ブレー

キ等の命に関わるような欠陥がある場合は、ワイパー等の欠陥よりも回収率が高く、製造

されて 1 年目でリコール行われる場合と 2 年目以降に行われた場合では、回収率に違いが

生じていて 1 年目でリコール行われる場合のほうが、回収率がいいことがわかる．このこ

とからユーザーの意識次第で回収率は高まるといえよう．
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第２章 計量分析

要約：前章でリコールの増加原因で労働者の減少が必要と述べたが，我々は設備等を良くすれば

欠陥は減少するのではないかと考え，第１節では設備投資の拡充と労働者の拡充どちらが欠陥を

減らす効果が高いかを工業統計調査表と法人企業動向調査のデータを用いて分析を行い，その結

果から第４章の政策提言につなげる．また第２節では，三菱の２度目のリコール隠しで販売台数

に影響があったのかダミー変数を用いて検討することとする．その際家計調査年報と自動車工業

会のデータを用いている．そして第３章のゲームによる分析においてこの結果を活用することと

する．

第１節 リコール（欠陥）を減らす要因
まず、リコール率を定義しよう．国土交通省によれば、リコール率とは（各年のリコール

対象台数）/（各年の自動車保有台数）と定義している．この定義を参考に、財団法人自動
車検査登録協会から年度ごとの保有台数、国土交通省より年度ごとのリコール対象台数の

データを用いて、リコール制度が誕生した 1969年から 2005年のリコール率を算出した．

図５ リコール率
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出所：財団法人自動車検査登録協会，国土交通省より細江研究会作成

図 5 より、1969 年、1970 年はリコール制度が開始してまもなく必然的にリコールは高
水準となっている．1971 年から 2003 年までリコール率を約 5％以下に保ち続けてきてい
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たが、三菱によるリコール隠しに対するバッシングが過熱した影響で、2004年以降リコー
ル率は約 10％となっている．

リコール（欠陥）の原因として，前章において労働者不足について言及したが，実際に

労働者数は減少したのか，工業統計調査の輸送用機械器具製造業における年次の従業員数

を見てみると，

図６ 輸送用機械器具製造業の従業員数
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                          出所：工業統計調査表より細江研究会作成

バブル崩壊以降，会社を建て直すために相次いでリストラを決行した影響受けて，90 年代

から 2002年まで従業員数は減少していることがわかる．
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図７ 輸送用機械器具製造業の設備投資
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                  出所：法人企業動向調査より細江研究会作成

輸送用機械器具製造業の設備投資の推移をみてみると，従業員数と同様，バブル崩壊以降

設備投資は急激に下落したが，ここ最近は持ち直してきているようだ．

（分析）

従業員数を増加させること以外にリコール率を改善させる手段として設備投資を増やし、

製造環境を整え不良品率を減少させることが挙げられるのではないか考え、これから従業

員数を増加させるのと設備投資を拡大させるのとどちらが望ましいか検討することとする．

temployee をｔ年度における輸送用機械器具製造業の従業員数、 tInvestment （100 万円）

をｔ年度における輸送用機械器具製造業の設備投資とし、 trecallrate をｔ年度におけるリ

コール率とする．ただし、設備投資は法人企業動向調査のデータを使用する．ここで注意

しなければならないのは国土交通省の平成 17年度のリコールに関する分析よると、自動車

が製造されて約 3 年目でリコールが行われるので、インプットである従業員数と設備投資

とアウトプットであるリコール率にはタイムラグが存在している．このため、リコール率

の回帰式を

1 2 3 3 3t t t trecallrate employee Investment u         （７）

とおいている．
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（推定結果）

     3 3
3.85630 3.45476 0.37231

36.62736030 0.00003742 0.00000041t t trecallrate employee Investment 
  

2 0.472834

1.405820

R

DW




（８）

この結果から、設備投資の t 値は 0.37231で有意でないため，設備投資の係数は 0 でリコ

ール率に影響を与えておらず、リコール率改善のためには従業員数を増加させるべきだと

考えられる．

第２節 リコール隠しの影響
Reilly and Hoffer(1983)は，規模の大きいリコールは新車の販売台数を減少させると指摘し

ていたが，日本では実際にどうなのだろうか？この疑問を解決するために 2004年 3月に発

生した三菱のリコール事件で実際に販売に悪影響を及ぼしたのかをダミー変数を用いて検

討していく．

（分析）

一般的に「シェア」とは売上高ベースのものを指すが．本研究でのシェアは月次の全メー

カーの販売台数分の各メーカーの販売台数の割合を示すものとし，2000 年１月から 2005

年 3 月までの月次におけるメーカーごとの新車の販売台数のデータ（自動車工業会）と１

世帯当たりの１ヶ月間の消費支出と自動車の購入金額のデータ（家計調査年報）を利用す

る．ただし 2003年 1月より三菱自動車と三菱ふそうトラック・バスは分社されたため分析

の都合上，三菱自動車・三菱ふそうトラック・バスの販売台数を足した合わせたものを三

菱とする．また注意しなければならないのは，家計調査年報では自動車の購入金額は中古

車も含めている．
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（定義）

1

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

Mitubishi

Toyota

Nissan

Honda

Mazda

Subaru

Suzuki

Isuzu

Other

price

Expenditure

D























三菱のシェア
トヨタのシェア
日産のシェア
ホンダのシェア
マツダのシェア
富士重工のシェア
スズキのシェア
いすゞのシェア
その他のメーカーのシェア
１世帯当たりの年平均１ヶ月間の自動車の購入金額

世帯当たり年平均１ヶ月間の消費支出

tummy ダミー変数

ただし，
0 (2000 2004 )

1 (2004 2005 12 )tDummy


 


年１月～ 年２月
年３月～ 年 月

以下の２つの重回帰モデルをもとに三菱の販売台数が落ち込んだのか調べる．

1 2 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12

t t t t t t

t t t tt

t tt

Mitubishi Toyota Nissan Honda Mazda Subaru

Suzuki NissanDiesel Isuzu Hino Other

price Expenditure u

     
    
 

     
    

  

1 2 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13

t t t t t t

t t t tt

t t tt

Mitubishi Toyota Nissan Honda Mazda Subaru

Suzuki NissanDiesel Isuzu Hino Other

price Expenditure Dummy u

     
    
  

     
    

   
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（推定結果）

       

     

     

23.04 17.58 17.30 19.39

6.284 10.95 19.54

1.214 5.260 2.539

0.8705 0.9161 0.8122 0.8082

0.7441 1.0879 1.6453

1.3584 1.5965 1.5267

t t t t

t t t

t t

Mitubishi Toyota Nissan Honda

Mazda Subaru Suzuki

NissanDiesel Isuzu Hin

  

  

 

   

  

  

     5.463 1.554 0.3116
0.5622 0.000000416 0.000000009

t

t t
t

o

Other price Expenditure


  

（９）

2 0.966

1.771

R

DW




       

     

     

17.20 14.60 15.39 18.01

5.923 7.274 12.59

1.424 5.803 1.336

0.7845 0.8294 0.7498 0.7605

0.6731 0.8658 1.4081

1.4970 1.6571 0.8174

t t t t

t t t

t t

Mitubishi Toyota Nissan Honda

Mazda Subaru Suzuki

NissanDiesel Isuzu Hin

  

  

 

   

  

  
 

     

5.411

2.005 0.4498 2.998

0.5266

0.000000508 0.000000013 0.005822

t t

t t t

o Other

price Expenditure Dummy







  

（10）

2 0.970

1.750

R

DW




（10）式の推定結果をみると，ダミー変数の係数の符号がマイナスでｔ値が－2.998で有

意ある．つまり三菱はリコール隠し事件以降，シェアを落としたことがわかる．そして，

日産ディーゼルと日野のｔ値がそれぞれ 1.497，-1.336で有意水準を下回っている．このた

め日産ディーゼルと日野の係数は 0 であるということを意味する．つまり日産ディーゼル

と日野は，三菱とさほど競合関係にないといえよう．また， tprice の係数の符号はプラス

である．このことは自動車の全般の価格が上昇した場合，三菱の自動車を消費者が買うこ

とを意味し， tExpenditure のｔ値は 0.4498で有意水準を下回っているので， tExpenditure

の係数は 0であり，1ヶ月の消費支出が高まっても三菱の自動車の販売には影響を及ぼさな

いことがわかる．
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図８ 三菱自動車のシェア
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出所：社団法人自動車工業会より細江研究会作成

図８から，三菱のシェアは低下したのか見てみると，2000 年から 2004 年まで三菱のシェ

アはおよそ 0.08であったが，2004年 4月以降およそ 0.05に低下したことがわかる．
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第３章 ゲームによるモデル分析

要約：メーカーには製品に何らかの欠陥が生じたとき、「正直にリコールする」か「リコール隠

しを行う」か、どちらかの選択がせまられる。もちろん、消費者の立場としては「正直にリコー

ルする」という選択をしてほしい。しかしながら、メーカーはしばしば「リコール隠しを行う」。

それは一体なぜだろうか。ここでは、社会的に流通している消費者へのダメージと、リコール隠

しを発見するようなモニタリング強化費用を考慮した、社会厚生を考え、その社会厚生を最大に

するという視点からメーカーはどのような条件のときに「正直にリコール」し、また「リコール

隠しを行う」のかについて分析を進めていく。

 1期間モデルゲームを用いて考える

図９ ゲームツリー

             

：リコール隠し発覚率（発見確率）
c：リコール費用

X ：欠陥発覚以前の自動車の販売台数

P：自動車の価格

D：リコール隠しによって被る消費者への損失

f ：リコール隠しが発覚した時のメーカーへのペナルティ

1R ：リコール後以降のメーカーの利潤

2R ：リコール隠しを行って、発覚しなかった後以降のメーカーの利潤

3R ：リコール隠しを行って、発覚した後以降のメーカーの利潤

x：税金

ただし，第 2章のリコール隠しの計量分析より， 1 2 3R R R  の関係が言える．
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発見確率を大きくするためには、何らかの資金 xを投入してモニタリング機能を強化する

とよく、または、 0 x ， 0)(  xx  で、 x のとき 1 であると考え

られるので、







x

x
x)( （ は十分に大きい正の数）

と表すことができる（図 10参照）．

図 10 リコール隠し発覚率

今、行政の意志決定を 2つ考える．

[Ⅰ] メーカーが正直にリコールするような xのもとで、社会厚生 RW を最大にする xと、

その時の社会厚生を求める

[Ⅱ] メーカーがリコール隠しを行うような xのもとで、社会厚生 NRW を最大にする xと、

その時の社会厚生を求める

そして、[Ⅰ]、[Ⅱ]で求めた社会厚生を比較して最大となる社会厚生W を求める．

※ ただし、社会厚生はメーカーの利潤， x，Dで構成されるものとする．また、「正

直にリコールする」と「リコール隠しを行う」の選択が変わる xを x とする（図 11）．

図 11 税金と企業の行動
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[Ⅰ] )(max xWR ts. xx 

  xcRPXxWR  1)(

これより、 )(xWR は右下がりの直線で、 xx  で最大値 cRPXxxWR  1)( をもつ．

[Ⅱ] )(max xWNR ts. xx 0

  )(xWNR       DxxfcRxRxPX )(1)()(1 32  

   

   DRPXx
x

x
DfcRR

DRPXxxDfcRR








223

223 )(





bx
x

x
axWNR 





)(

（ただし、 DRPXbDfcRRa  223 ， ）

これより、 )(xWNR の形状は、

（ⅰ）  00 23  DfcRRa のとき

 0 ax  で極小値、

ax   で極大値 baaaWNR   2)( をもつ曲線である．

（ⅱ）  00 23  DfcRRa のとき

極値なしの右下がりの曲線で、 0x で最大値 DRPXbWNR  2)0( をもつ．

以上の形状のことを踏まえて、最大となる社会厚生W を求めるために以下の２つの場合分

けを行う．
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（ⅰ）  00 23  DfcRRa のとき

)(xWNR は ax   で極大値をもつことから、さらに場合分けを行う．

(ⅰ)-(ⅰ) xa  0 のとき

図 12

                

（１） )(xW が ax   で最大となる場合、つまり、「リコール隠しを行う」場

合、

)()( xWaW RNR  

cRPXxbaa  12 

  cRPXxDRPXDfcRRDfcRR  1223232 

  13232 RxfRDfcRR  

 DfcRRfRRx  2331 2 
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 



4

2
31

32




fRRx
fRRcD

（２） )(xW が xx  で最大となる場合、つまり、「正直にリコールする」場合、

)()( xWaW RNR  

（１）と同様にして

 DfcRRfRRx  2331 2 

 



4

2
31

32




fRRx
fRRcD   

(ⅰ)-(ⅱ) ax   のとき

図 13

（３） )(xW が xx  で最大となる（ )(xWNR で最大となる）場合、つまり、「リコール

隠しを行う」場合、

)()( xWxW RNR 

cRPXxbx
x

x
a 

 1
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  cRPXxDRPXx
x

x
DfcRR 


 1223 

  cD
x

x
DfcRR 




23

023  DfcRR より

DfcRR

cD

x

x





 23

0x より

     xcDxDfcRR 23

cxcDxDxDxfxcxRxR   23

cDxfxRxR   23

023  fRR より


fRR

cD
x





23

 
x

fRR
cD




 23

（４） )(xW が xx  で最大となる（ )(xWR で最大となる）場合、つまり、「正直にリ

コールする」場合、

)()( xWxW RNR 

（３）と同様にして


fRR

cD
x





23

 
x

fRR
cD




 23
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（ⅱ）  00 23  DfcRRa のとき

図 14

                 

   

（５） )(xW が 0x で最大となる場合、つまり、「リコール隠しを行う」場合

)()0( xWW RNR 

cRPXxDRPXb  12

cxD 
cDx 
xcD 

（６） )(xW が xx  で最大となる場合、つまり、「正直にリコールする」場合

)()0( xWW RNR 

（５）と同様にして

cDx 
xcD 
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以上の結果をまとめたものを以下に示す．

（ⅰ）  00 23  DfcRRa のとき

(ⅰ)-(ⅰ) xa  0 のとき

 



4

2
31

32




fRRx
fRRcD ⇔「リコール隠しを行う」

 



4

2
31

32




fRRx
fRRcD ⇔「正直にリコールする」

(ⅰ)-(ⅱ) ax   のとき

 
x

fRR
cD




 23             ⇔「リコール隠しを行う」

 
x

fRR
cD




 23           ⇔「正直にリコールする」

（ⅱ）  00 23  DfcRRa のとき

xcD                    ⇔「リコール隠しを行う」

xcD                     ⇔「正直にリコールする」

この結果をリコール費用 cと、リコール隠しによって被る消費者への損失Dの関係を

図で表すと、４つの図 15－18を描くことができる．
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ts.    




 22

31

32

4
0









xfRRx

fRRx

図 15

ts.  
0

4

2
31

32







fRRx

fRRx

図 16
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ts.    




 22

31

32

4
0









xfRRx

fRRx

図 17

ts.    




 22

31

32

4








xfRRx

fRRx

図 18
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第４章 政策提言

これまで、リコール制度についての考察を行ってきた．本章では 2・3・4 章から得られた結果
に基づき政策提言を行う．政策提言の内容は次の三点である．

 リコール隠しを起こさないようにする政策

 欠陥が生じる確率を下げるための政策

 リコールの回収率向上のための政策

第1節 リコール隠し対策
４章のゲーム理論を用いた理論分析で見たように、リコール隠しを行わないようにさせる

ためには、次の 2点が肝要である．

1. 十分に大きなペナルティを導入すること
2. モニタリング水準の向上

１．に関しては、行政の立場からすれば、ペナルティを大きくすることに大きなコスト

は発生しないため、またメーカーの立場からしてもリコール隠しを行わなければ良いだけ

なので、それほど困難はないはずである．現在、リコール隠しが発覚した際にペナルティ

が 2 億円以下の罰金となっているが、主な自動車メーカーの中で最も規模の小さな日産デ
ィーゼル単独でさえ 2005年度の財務諸表によれば、現金および預金を約 360億円保有して
いる．トヨタ自動車は単独で現金および預金が 1000億円以上ある．運転資金や財務制限条
項などの問題から、罰金の額の上限を定めるのは難しいが現在の 2 億円以下の罰金はまだ
低い状態にあるといえるだろう．

他方、２．モニタリング水準を向上させるためには、一般的にはコストが生じるため、

社会厚生を考えれば単に大きくすれば良いというものではなく、適切なモニタリング水準

というものが存在する．しかし、メーカーと行政、あるいはメーカーと消費者のように情

報の非対称性が大きい現状を踏まえると、適切なモニタリング水準は低くなるものと思わ

れる．そこで少ないコストでモニタリング水準を向上させることができると思われる政策

は、メーカー内部の人間に内部告発を行うインセンティブを与えることである．具体的に

は、メーカーが内部告発者を簡単に解雇できないような法整備を進める、あるいはペナル

ティにより徴収した罰金の一部を内部告発者に与えるなどである．
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第2節 欠陥率を減らすために
次に、メーカーに欠陥率を減少させるような努力をさせることが必要である．現状分析

で見たように労働力不足や設計や開発、試験期間の短縮が欠陥率を増加させていると考え

られる．しかし、生産の効率性と欠陥率はトレードオフの関係にある．そのため、欠陥率

を減少させようとすれば、効率性を犠牲にしなければならない．３章の分析で従業員数を

増加させることが欠陥率を引き下げるのに有効な手段ということであった．しかし，従業

員数を増やせばその分賃金コストが増加するためメーカーの効率性の妨げになる．そのた

め効率性を損なわずに欠陥率を低水準にするために政府ができることは，積極的に従業員

数を増やすメーカーに対しては減税措置をとることである．しかし闇雲に従業員を増やせ

ばいいというものではない．現状分析で述べた通りコミュニケーションがままならない外

国人労働者や技術が身に付く前にやめてしまう短期労働者を増やしても意味がない．そこ

で正社員の雇用や団塊の世代が退職し熟練工がいなくなればより欠陥率は高くなる危険性

があるので熟練工の再雇用を推進するメーカーにのみこの措置を適用すべきである．

第3節 リコールの回収率向上のために
現状分析で見たように、メーカーがリコール対象車種の９割以上を回収しなければならな

いというのはメーカーにとって大きな負担である．また、リコールされるべき自動車が回

収されていなければ、ドライバーが被害を受ける可能性があるのはもちろん、三菱ふそう

の事故のように第三者にも害を及ぼすかもしれない．そこで、リコール率を向上させるた

めに、メーカーが十分なリコール情報の開示を行ったにもかかわらず回収に応じない所有

者に対して罰金等のペナルティを課す政策を提案する．この政策を導入すれば、消費者側

が回収に協力的になるのでメーカーの負担は軽減する．そのため、リコール隠しは起こり

にくくなる．さらに、不正輸出を減少させる効果を持つと考えられる．他方、ペナルティ

を課される消費者も、回収に協力すればよいだけなので厚生が悪化することはなく、逆に、

リコール隠しが行われないため厚生は改善するかもしれない．逆に、企業に回収率が低け

れば罰金という制度を導入するという方法も考えられるが、企業の負担が増加するため、

リコール隠しを促進するような性質をもつため、消費者側にペナルティを課すほうが望ま

しいと考えられる．
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第４章 補論

第１節 道路運送車両法

「道路運送車両法」
（１９５１－昭和２６－年６月１日法律１８５号）  

第６３条の３（改善措置の届出等）

① 自動車製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の自動車の構

造装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態に

あり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該自動車に

ついて、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるため

に必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、運輸大臣に次に掲げる事項を届

け出なければならない．

１．保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める

構造、装置又は性能の状況及びその原因

２．改善措置の内容

前２号に掲げる事項を当該自動車の使用者に周知させるための措置その他の運輸省令で定

める事項

② 運輸大臣は、前項の規定による届出に係る改善措置の内容が、当該自動車について、

保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために適切で

ないと認めるときは、当該届出をした自動車製作者等に対し、その変更を指示することが

できる．

③ 第１項の規定による届出をした自動車製作者等は、運輸省令で定めるところにより、

当該届出に係る改善措置の実施状況について運輸大臣に報告しなければならない．

第１１０条（罰則）

次の各号の一に該当する者は、２０万円以下の罰金に処する．
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２．（略）第６３条の３第３項（略）…の規定に基づく届出若しくは報告をせず、又は虚偽

の届出若しくは報告をした者

第１１１条の２（罰則）

第６３条の３第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、１００万円

以下の過料に処する．

第２節 プログラミング
本研究で計量分析に用いたソフトウエアはWinRatsである．

1 open data recallyear.xls

2 cal 1969 

3 all 2006:1

4 data(format=xls,org=obs)

5

6 set tvas = totalvolume_a/100000

7 set year2 = year*year

8

9 set dvas = dvolume_a/100000

10 set fvas = fvolume_a/100000

11*（2）式の推定*

12 linreg dvas 1969:1 2005:1

13 # constant year year2

14 prj dvolume_aline

15*（４）式の推定*

16 linreg fvas 1969:1 2005:1

17 # constant year year2

18 prj fvolume_aline

19*（６）式の推定*

20 linreg totalvas 1969:1 2005:1

21 # constant year year2

22 prj totalvolume_aline

23

24 graph 2
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25 # dvolume_aline 1969:1 2005:1

26 # dvas 1969:1 2005:

27

28 graph 2

29 # fvolume_aline 1969:1 2005:1

30 # fvas 1969:1 2005:

31

32 graph 2

33 # totalvolume_aline 1969:1 2005:1

34 # tvas 1969:1 2005:

35

1 open data recallyear.xls

2 cal 1985 

3 all 2004:1

4 data(format=xls,org=obs)

5

6 print /  recallrate employee investment

7 *（9）式の推定*

8 linreg recallrate 1985:1 2004:1

9 # constant employee{3} investment 3}

1 cal 2000 1 12

2 all 2005:12

3

4

5 open data share.xls

6 data(format=xls,org=obs)

7

8 print / MITUBISHI TOYOTA NISSAN HONDA MAZDA SUBARU NISSANDIESEL

9 print / DAIHATU SUZUKI ISUZU HINO OTHER price expenditure

10

11 set DUMMY = 0.0

12 set DUMMY 2004:3 2005:12 = 1.0

13 *（9）式の推定*

14 linreg MITUBISHI

15 #constant TOYOTA NISSAN HONDA MAZDA SUBARU SUZUKI $

16 NISSANDIESEL ISUZU HINO OTHER price expenditure
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17

18*（10）式の推定*

19 linreg MITUBISHI

20 #constant TOYOTA NISSAN HONDA MAZDA SUBARU SUZUKI $

21 NISSANDIESEL ISUZU HINO OTHER price expenditure DUMMY

22
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